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支
那
法
幣
応
援
行
銀
行

第
四
十
七
巻

五
一
匹

瞳
芹
四
披

ノ、
匹

支

那

法

幣

ジ〉

議

行

銀

行

1
1
[
支
部
法
幣
に
闘
す
る
若
干
の
考
察

十

重量

盛

2夫

法
幣
と
は
汎
〈
法
貨
(
『
‘
。
R
P

ご
2
己
主
の
意
で
る
る
が
、
今
日
の
所
謂
法
幣
は
民
園
二
十
四
年
十
一
月
三
臼
の
幣
制
改
革
に
依
て

出
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
日
付
財
政
部
布
告
第
一
項
に
同
く
「
本
年
十
一
月
四
日
ヨ
リ
中
央
・
中
岡
・
交
通
三
銀
行
護
行
ノ
紙
幣

ヲ
以
テ
法
幣
ト
定
メ
、

一
切
ノ
租
税
ノ
納
付
及
公
私
款
項
ノ
収
付
ハ
一
律
二
出
倣
m
-
一
限
リ
、
現
金
ヲ
行
使
ス
ル
ヲ
得
ズ
:
:
・
:
:
」
。
同
疋

に
捕
鯨
て
支
那
は
銀
を
固
有
と
し
て
銀
本
位
制
を
離
股
し
、
紙
幣
本
位
制
に
移
行
し
、
夜
に
新
な
る
意
義
の
法
幣
を
出
現
せ
し
め
た
の

で
あ
る
が
、
愛
稼
銀
行
制
度
が
統
一
さ
れ
や
、
分
散
式
褒
行
制
を
賠
襲
し
て
居
る
矯
め
に
、
公
弘
債
務
の
支
榔
に
無
制
限
に
使
用
せ

ら
る
可
き
本
位
紙
幣

i
l

法
幣
は
後
唄
詳
説
せ
る
が
如
〈
園
家
銀
行
及
特
許
銀
行
た
る
中
央
・
中
国
・
交
通
放
に
中
園
農
民

(
後
に

リ
迅
加
)

四
行
の
夜
行
に
係
る
様
の
根
本
的
特
質
を
帯
何
し
て
ほ
泊
る
。
以
下
項
を
迫
ふ
て
法
幣
の
致
行
機
開
・
準
備
規
定
・
債
値
維
持

政
策
等
に
闘
し
概
識
を
試
み
る
で
あ
ら
う
。

支
那
に
於
て
紙
幣
を
後
行
す
る
銀
行
は
、
中
央
銀
行
・
特
許
銀
行
・
省
市
立
銀
行
・
商
業
銀
行
・
外
園
銀
行
等
多
数
を
算
し
、
分

散
式
殻
行
制
度
た
る
を
根
本
的
特
色
と
す
る
が
、
更
に
之
を
縦
に
分
類
す
る
と
政
府
系
銀
行
(
園
家
銀
行
た
る
中
央
銀
行
及
特
許
銀

行
た
る
中
園
・
交
通
・
中
園
農
民
三
行
、
巌
衝
に
謂
へ
ば
外
に
商
業
銀
行
三
行
あ
る
も
普
通
之
を
省
く
)

と
民
間
銀
行
と
の
二
者
と



な
る
。
而
し
て
法
幣
を
獲
行
し
得
る
は
政
府
系
四
銀
行
の
み
で
あ
る
。

中

圃

銀

'ー
司T

政
府
系
竣
匁
銀
行
中
年
代
的
に
最
も
古
く
、

B
後
行
高
最
も
多
き
も
の
で
あ
っ
て
、
清
朝
末
葉
の
光
緒
三
十
一
年

二
九
O
五
年
}

に
外
国
我
山
部
制
度
を
移
摘
す
可
〈
暫
定
的
に
設
立
せ
ら
れ
た
政
府
の
汲
深
銀
行
た
り
し
大
清
戸
部
銀
行
に
舵
濁
し
て
居
る
。
卸
ち
義

和
閣
事
健
二
九
O
O
年
)
以
後
市
圏
の
川
H

同
局
は
商
業
、
金
融
方
耐
の
改
革
の
最
も
念
務
な
る
を
認
め
、
戸
部
(
財
政
部
)
が
財
務
参
事

命
日
と
聯
合
し
て
帝
閣
銀
行
の
設
立
を
突
九
州
し
、
光
純
一
ニ
十
年
三
月
裁
可
を
得
て
試
耕
銀
行
挙
判
明
が
制
定
せ
ら
れ
た
の
で
、
規
定
資
本

金
四
百
潟
市
の
募
集
を
開
始
し
た
が
、

j
t
H叫
こ
入
、
、
ど
Y
Tい
ド
小
手
1

亡
ヲ
同
一
μ
リ

/

品

川

¥

τ斗
日
川
島

'
ι
δ
-
M
K
4
ι
タ
ゴ

f

3仁

E
Y
E
-
-
k
u
f

f
止
t
J
J
f
P
4
4
」ド三
J

Z

Z
〕

J
f
1
2
2

目、
I
A
F
E
-
-
1
μ

正
丹
刀
，
日
ハ

E
dソJ
L
「

U
t
u
-
3
k
e
t
F
L
e
t
党
〈

F
，音

が
先
づ
二
十
高
帽
を
梯
込
み
て
設
立
を
告
げ
、

三
十
一
年
九
月
大
清
戸
部
銀
行
の
定
名
を
以
て
北
京
に
開
業
し
、
天
津
・
上
海
等
に

支
屈
を
設
置
し
た
。
該
の
試
桝
銀
行
は
幣
制
の
栖
紐
た
る
可
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
紙
幣
護
行
の
特
穫
を
附
興
せ
ら
れ
、
共
紙
幣

は
「
公
私
出
入
款
項
に
論
な
く
均
し
く
一
律
に
通
用
し
、
現
銀
と
同
様
に
使
用
」
せ
ら
る
L
規
定
で
あ
っ
た
。

趨
て
光
緒
三
十
四
年
戸
部
が
皮
支
部
と
境
改
す
る
と
共
に
大
清
戸
部
銀
行
は
改
組
し
て
永
久
的
ゅ
相
州
立
的
の
大
清
銀
行
1
C

化
し
、

大
清
銀
行
則
例
が
預
市
せ
ら
れ
て
試
沸
銀
行
字
程
は
廃
止
せ
ら
れ
た
。
伺
則
例
第
五
燥
に
「
大
清
銀
行
ハ
図
家
一
一
代
リ
紙
幣
ヲ
務
行

ス
ル
模
ヲ
有
ス
ル
。
但
一
須
ク
免
換
紙
幣
川
例
ヲ
濯
守
シ

j
i
-
-」
と
規
定
し
て
依
然
閥
友
銀
行
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
、

一
方
経

盟
百
概
ね
穏
健
で
あ
っ
た
の
で
、
業
勢
光
づ
順
調
に
進
み
、
共
末
期
に
於
け
る
紙
幣
品
川
以
行
高
は
五
、
四
三
八
千
柄
。

一
二
、
四
五
九
千

元
を
算
し
た
。

支
那
法
幣
の
後
行
銀
行

第
四
十
七
巻

五
一
五

第
四
競

六
五



支
那
法
融
市
白
護
行
銀
行

第
四
十
七
傘

五
一
六

第
四
競

六
六

経
何
も
な
く
し
て
宣
統
三
年
(
一
九
一

一
年
)
十
月
十
日
に
辛
亥
革
命
綱
設
し
、
同
行
ば
不
齢
の
打
撃
を
交
く
る
に
至
っ
て
渓
口
支

屈
は
先
づ
停
業
し
、
長
沙
・
庫
倫
阿
支
応
は
獄
立
す
る
等
内
部
空
虚
、
全
副
的
に
停
来
以
態
に
骨
川
っ
た
。
只
上
梅
支
庇
の
み
は
一
時

多
額
の
預
金
引
出
に
澄
ふ
た
が
、
勉
め
て
難
闘
を
突
破
す
る
を
得
、
南
京
に
臨
時
政
府
が
出
来
る
と
氏
岡
元
年
(
一
九
ご
一
年
)
一
一
月

同
県
先
に
中
岡
銀
行
と
改
稿
し
て
狗
立
の
新
銀
行
d
h仙
り
、
市
正
大
清
銀
行
の
整
却
に
新
手
し
た
。
翌
年
四
月
比
五
む
中
国
銀
行
保
例

が
頒
布
せ
ら
れ
.
資
本
会
は
六
千
南
元
、

官
股
(
政
府
出
詑
)
、

商
股
(
氏
間
出
資
}
半
々
と
規
定
せ
ら
れ
た
が
も
資
際
橡
定
の
肱
募
な
く
ヨ

一
九
二
八
年
末
に
至
っ
て
漸
く
二
千
五
百
高
元
(
内
五
百
寓
一
冗
官
股
)
に
遣
す
る
を
得
た
の
で
あ
る
。

又
本
屈
を
北
卒
に
置
き
、
支
底

を
各
省
市
及
主
要
商
埠
に
設
け
、

一
般
銀
行
業
務
の
外
に
「
政
府
の
委
託
を
受
け
て
全
園
通
用
の
先
換
務
を
褒
行
」
ず
る
特
権
を
保
有

し
、
園
家
銀
行
た
る
の
職
能
を
維
持
し
た
。

爾
後
中
華
民
閣
の
統
一
が
漸
を
逐
ふ
て
進
む
に
作
ふ
て
、
同
行
の
業
勢
も
徐
々
に
暢
び
、

五
年
春
実
氏
が
帝
を
僻
す
る
と
各
地
忙

反
封
議
起
し
、
園
内
服
飢
に
陥
っ
た
の
で
、
北
川
T

政
府
は
中
国
銀
行
に
先
換
停
止
を
命
じ
た
が
、
上
総
分
行
は
之
を
漣
奉
せ
や
、
股

東
(
株
主
)
聯
合
舎
を
組
織
し
、
上
海
紳
商
と
合
作
し
て
先
撲
を
繕
績
し
た
の
で
、
枇
舎
の
信
用
を
博
し
、
紙
幣
褒
行
高
は
下
表
の
如

〈
累
増
し
、
恰
然
中
央
銀
行
た
る
地
位
を
衿
持
し
た
の
で
る
る
。

中

岡

銀

行

紙

幣

褒

行

高

(
車
位
千
一
元
)

"" 
年

、
ロ
プて
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三E
五区

一γ会
J
一
四
五

民
国
十
六
年
時
勢
の
需
要
に
際
じ
て
本
属
を
上
海
に
移
し
た
が
、
南
」
尽
に
樹
立
さ
れ
た
嵐
氏
政
府
の
政
権
が
全
固
化
す
る
に
件
ひ
ャ

一
圏
中
央
銀
行
と
し
て
の
業
務
を
殆
ど
民
営
に
均
し
き
中
園
銀
行
及
交
通
銀
行
に
委
し
て
顧
み
ざ
る
は
首
を
得
示
、
宜
し
〈
別
個
に

国
家
銀
行
た
る
中
央
銀
行
そ
設
立
し
て
稜
北
俸
制
度
を
統
一
し
、
政
府
の
財
政
機
関
た
ら
し
む
可
し
と
の
議
が
起
っ
て
、
後
頴
の
如
く

民
園
寸
七
年
に
中
央
銀
行
が
新
設
せ
ら
る
L
と
同
時
に
同
年
十
月
廿
六
日
に
制
定
せ
ら
れ
た
「
中
園
銀
行
保
例
」
(
二
十
四
年
二
月
-
一
十

八
日
部
令
修
正
)
に
依
り
中
岡
銀
行
の
田

E
5
に
は
根
本
的
左
る
改
訂
が
加
へ
ら
れ
た
。
邸
ち
向
傑
例
第
一
僚
は
「
中
国
銀
行
ハ
閥
民

政
府
ノ
特
許
ヲ
経
タ
ル
閣
際
協
陸
銀
行
(
胤
際
脱
党
銀
行
)
ト
矯
シ
、
株
式
合
枇
(
股
伶
有
限
公
司
)
/
組
織
ヲ
以
一
ア
之
7
設
立
ス
」
と
規
定

し
て
特
許
銀
行

(
C
E『

g
z
z
z
r
)
ー
た
る
本
質
を
阻
(
へ
、
北
ハ
M
M
同
業
措
冊
目
を
内
外
同
一
筋
替
(
M
m

免
)
及
荷
錫
替
(
貨
物
押
隠
〉
、
体
質
在
る

商
業
手
形
の
割
引
(
貼
現
)
及
員
入
、
確
費
な
る
携
保
付
貸
付
(
放
款
)
、
地
金
銀
及
各
図
貨
幣
の
賓
賀
、
各
種
預
金
(
存
き
の
受
入
、
諸

詮
雰
類
及
貴
重
物
口
聞
の
保
護
預
り
、
手
形
代
金
の
取
立
、
政
府
の
委
託
に
依
る
内
債
の
募
集
及
其
事
務
の
経
理
並
に
公
債
の
貰
買
と

定
め
て
(
第
十
一
保
)
一
般
銀
行
と
同
一
列
に
置
き
、
政
府
及
中
央
銀
行
の
委
託
を
受
け
て
政
府
高
岡
行
外
債
の
募
集
及
元
利
金
支
操
、

政
府
在
外
資
会
(
圏
外
款
項
)
の
経
理
、
海
外
貿
易
の
後
展
及
扶
助
並
に
一
部
闘
床
事
務
の
代
寝
取
扱
を
潟
し
得
る
こ
と
L

し
て
(
第
九

保
)
闘
際
震
替
銀
行
と
し
て
の
態
様
を
備
へ
し
め
し
外
第
十
僚
は
「
中
関
銀
行
ハ
財
政
部
ノ
特
准
ヲ
経
テ
先
換
券
ヲ
夜
行
ス
ル

7
得。

但
須
ク
一
允
換
中
亦
位
陣
例
ニ
一
進
照
シ
テ
灘
理
ス
ベ
シ
」
と
規
定
し
て
創
期
以
来
の
主
目
的
た
り
し
護
稼
業
務
の
継
続
を
認
容
し
た
の
で
あ

;15 
。

首
時
間
行
資
本
金
は
二
千
五
百
寓
一
疋
で
、
内
五
百
高
一
冗
が
官
股
、
二
千
寓
元
が
商
股
で
あ
っ
た
が
、
米
国
銀
政
策
の
直
接
的
波
動

支
那
法
解
の
護
行
銀
行

第
四
十
七
巻

互五

七

第
四
続

六
七



支
那
法
幣
の
護
行
銀
行

第
凶
十
七
巻

五
一
八

第
四
銃

六
八

を
享
け
で
銀
が
大
日
一
一
旦
に
同
外
に
流
出
し
、
地
貨
融
関
穫
に
常
聞
す
る
と
通
貨
金
融
政
策
を
進
展
せ
し
む
る
上
の
必
要
よ
り
し
て
、
園
民

政
府
は
同
行
を
共
管
理
下
に
社
致
し
十
然
る
こ
と
も
ミ
し
、
民
凶
二
十
四
年
二
月
廿
八
日
係
例
の
一
部
を
修
正
し
た
。
修
正
の
核
心
は
官

股
の
増
加
と
軍
一
役
舎
の
改
組
と
で
る
っ
て
、
前
者
に
就
て
は
資
本
金
を
四
千
時
一
冗
に
附
加
し
、
増
加
額
一
千
五
百
南
元
は
全
部
政
府

に
於
て
之
む
引
受
付
(
へ
山
柑
公
債
の
後
行
に
依
り
排
日
礼
一
ム
古
一
調
注
」
、

民
間
出
資
と
等
宅
一
し

l
i但
配
常
は
官
股
五
%
、
商
股
七
%
と
す

勝
来
山
間
股
品
川
1

加
の
必
嬰
Mr
一
生
乙
た
る
場
合
に
は
、
株
主
線
合
の
決
議
に
依

hH'M
政
郊
の
核
准
を
市
町
寸
る
と
泡
め
た
。
後
背
に
似

て
は
理
事
(
有
事
)
二
十
一
名
中
九
名
、
監
事
(
監
察
人
)
七
名
中
三
名
は
夫
々
財
政
部
の
任
命
に
係
り
、
理
事
の
互
選
に
依
る
常
務
理
事

(
常
務
革
事
)
七
名
中
一
名
は
財
政
部
の
任
命
に
依
り
理
事
長
(
資
事
長
)
と
た
る
旨
を
定
め
l
i
l
宋
子
文
が
理
事
長
・
常
務
理
事
と
左
つ

た
1
1
1
資
本
金
及
粧
品
川
山
機
関
の
雨
商
工
り
同
行
は
政
府
系
に
蹄
し
た
。

交

題

銀

'ー
司T

光
緒
三
十
三
年
ご
九
O
七
年
)
十
三
月
郵
傍
部
の
奏
准
設
立
せ
し
も
の
で
あ
っ
て
、
戸
部
の
設
立
に
係
る
前
掲
十
人
清
戸
都
銀
行
と

針
慌
の
態
で
あ
っ
た
。
庵
平
銀
一
千
寓
柄
、
半
額
姉
込
の
官
商
合
娯
で
、
五
分
の
二
は
官
股
、
五
分
の
三
は
商
股
に
屡
し
、
普
通
銀

行
業
務
の
外
紙
幣
強
行
棒
を
享
有
し
た
。
織
で
民
図
=
一
年
四
月
の
大
線
統
命
令
で
一
般
銀
行
業
務
の
外
特
別
合
計
岡
庫
金
の
保
管
、

紙
幣
の
夜
行
等
が
昨
認
せ
ら
れ
、
十
一
年
に
二
千
南
元
に
榊
資
す
る
と
共
に
所
謂
積
立
紙
幣
後
行
制
|
|
八
刀
区
毅
行
制
を
創
肇
し
た
。

邸
ち
夜
行
地
臨
を
分
成
し
て
区
と
な
し
、
夜
行
線
分
準
備
庫
を
組
織
し
て
各
其
匿
内
の
務
行
事
務
を
司
ら
し
め
、
互
に
混
浴
せ
し
め

十
。
斯
く
し
て
紙
幣
後
行
事
務
と
普
通
銀
行
業
務
と
は
劃
分
せ
ら
れ
、

且
護
行
準
備
金
の
数
字
を
期
を
按
じ
て
公
表
す
る
と
と

L
L



た
の
で
る
る
。
紙
幣
面
に
強
行
地
を
印
せ
る
地
名
家
制
は
葱
に
禁
足
す
る

G

中
央
銀
行
が
設
立
せ
ら
れ
、
中
園
銀
行
が
改
組
せ
ら
る
h

と
前
後
し
て
、
氏
闘
十
七
年
十
一
月
十
六
日
に
交
通
銀
行
僚
例
が
制
定

せ
ら
れ
、
共
第
一
俸
は
「
交
通
銀
行
ハ
闘
民
政
府
ノ
特
許
ヲ
経
タ
ル
全
国
賓
業
ヲ
設
展
セ
シ
ム
ル
ノ
銀
行
(
務
展
全
闘
賞
栄
之
銀
行
)

ト
潟
シ
、
株
式
舎
枇
組
織
ヲ
以
テ
之
ヲ
設
立
ス
一
と
規
定
し
て
中
園
銀
行
同
様
特
許
銀
行
た
る
本
質
を
附
興
せ
ら
る
ミ
と
倶
に
貸
業

九
円
枇
枇
債
の
際
募
引
受
、
昨
賓
な
る
捨
保
付
貸
付
及
産
業
工
版
・
商
枇
に
封
ナ
る
常
座
貸
越
(
従
来
放
款
)
、
買
業
用
動
産
不
動
産
を
捲

保
と
す
る
貸
付
、
確
資
友
る
商
業
手
形
の
割
引
又
は
見
入
、
各
種
預
金
の
受
入
、
保
護
資
り
、
信
託
貯
蓄
業
務
、
代
金
取
立
、
内
外

川
四
矯
持
及
荷
潟
山
小
廿

沼
山
ぷ
・
地
金
銀
及
件
前
貨
幣
の
資
山
貝
、

倉
庇
・
誕
輪
及
保
険
業
務
並
に
資
業
務
展
に
資
ナ
る
投
資

(
但
投
資
令

簡
は
抑
込
資
本
の
四
分
の
↑
を
何
一
泊
す
る
を
得
十
三
日
侍
業
種
目
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
(
第
十
一
山
町
六

更
に
政
府
及
中
央
銀
行
の
委
託

bz
受
け
て
政
府
公
債
の
一
代
迎
事
務
、
公
共
費
業
機
関
溌
行
枇
債
の
募
集
、
一
克
利
支
抽
師
事
務
・
交
通
事
業
の
公
金
取
扱
、

一
部
の
岡
庫

事
務
取
扱
並
に
賓
業
の
奨
働
設
展
に
関
す
る
事
項
の
難
現
を
震
す
と
と
が
認
め
ら
れ
(
第
九
僚
)
・
一
一
肱
興
業
銀
行
式
の
鰭
裁
を
整
へ
た

上
、
護
家
業
務
に
闘
し
で
も
「
交
通
銀
行
は
財
政
部
の
特
准
を
経
て
免
換
象
を
発
行
す
る
を
得
、
但
市
川
く
一
允
換
朱
僚
例
に
港
問
…
し
て

難
理
す
可
し
L
(
第
十
僚
)
と
明
記
し
て
之
を
継
続
す
る
を
認
容
せ
ら
れ
た
。

嗣
後
中
国
銀
行
と
共
に
園
民
政
府
の
翼
下
に
牧
め
ら
る
L
と
と
i
h

な
り
、
民
闘
一
一
十
四
年
四
月
十
二
日
に
交
泊
銀
行
保
例
の
一
部

が
修
正
せ
ら
れ
た
。
修
正
の
中
根
は
官
股
の
滑
加
と
重
役
舎
の
改
組
と
で
あ
っ
て
、
後
者
は
中
関
銀
行
と
全
然
同
様
で
あ
る
が
、
前

者
は
政
府
出
資
二
百
高
元
を
一
躍
一
千
二
百
高
一
五
に
増
加
し
、
民
間
出
資
八
百
高
一
光
は
据
置
と
し
た
の
で
、
政
附
は
資
本
の
六
割
を

占
取
す
る
に
五
っ
た
。

支
那
法
幣
の
愛
行
銀
行

第
四
十
七
巻

王E

九

第
四
競

ノ、

九



支
那
法
幣
の
護
行
銀
行

第
四
十
七
巻

五
ニ

O

第
四
挽

七
O 

向
同
行
委
行
の
紙
幣
は
中
園
銀
行
の
紙
幣
に
亜
い
?
汎
く
流
通
し
、
民
図
成
」
仏
以
来
の
縫
行
商
を
表
示
す
れ
ば
下
の
如
〈
で
あ

る
。
(
翠
位
千
一
花
)

プ"

年

七九一一一

一
九
一
四
年

玉
、
九
一
主

プむ

プ可C

5下

三
、
二
九
八

プむ

ノ、

↑
一
一
五
、
一
八
四

一
九
エ
〔
}

千
四
、
一
止
口

空白

三五

、
ヨヨι

主主
区羽

通
A

、、
2

一

プ

プロ

目
h

，-、」一-、

辻
L
t

二
z
f

"'" F、

ハ八、口一一↑、

同州d

【ニコ

ト鼻、“↑

月
二
月
六
芯

一九一-一一

ノtヘ、F

匹 1

回:

h， 
回 1

色
〉
一
、

F
-
B

一
一
一
三
二
一
一
一
回

会・
?守

一品
E
、
〔
百
五中

央

銀

1-

'fT 

園
児
黛
の
設
立
せ
し
中
央
銀
什
に
は
、
民
踊
十
三
年
孫
中
山
が
南
東
に
創
設
せ

L
も
の
が
あ
り
、
後
民
間
十
五
年
北
伐
軍
が
武
務
、

を
底
定
し
た
る
際
漢
口
化
設
立
せ
し
も
の
が
あ
り
、
共
に
名
賓
中
央
銀
行
と
し
℃
の
役
割
を
演
じ
得
る
に
宝
ら
や
し
て
後
に
省
銀
行

に
堕
し
た
。
現
在
の
中
央
銀
行
は
漢
口
・
虞
東
の
中
央
銀
行
と
は
別
個
に
圏
民
政
府
が
南
京
に
奨
都
す
る
と
開
設
に
着
手
せ
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
民
図
十
六
年
十
月
廿
五
日
政
府
は
中
央
銀
行
保
例
十
九
僚
、
本
程
三
十
二
僚
を
制
定
し
て
「
中
央
銀
行
を
岡
家
銀

行
と
し
て
園
内
最
高
金
融
機
闘
と
た
し
、
図
家
集
資
に
由
り
之
を
経
営
し
、
審
備
所
を
上
海
に
置
く
-
こ
と
・
与
し
た
の
で
あ
る
。
然
る

に
翌
年
園
民
政
府
の
北
伐
略
完
了
し
て
金
支
の
統
一
が
賓
現
し
た
の
で
、
全
国
経
済
曾
議
及
全
闘
財
政
命
門
議
を
開
催
し
、
財
政
粧
済

に
闘
す
る
根
本
政
策
を
決
定
し
た
が
、
北
ハ
際
経
済
建
設
の
核
心
機
闘
た
る
可
き
中
央
銀
行
設
立
の
緊
要
在
る
こ
と
も
強
調
せ
ら
れ
、

「
薗
家
銀
行
は
政
府
に
代
り
.
図
庫
護
行
紙
幣
を
管
理
す
る
義
務
を
有
す
る
。
若
し
我
闘
に
於
て
合
国
刷
鶴
本
位
を
賓
行
ぜ
ん
と
せ
ば
、



最
も
室
岡
に
し
て
完
備
し
、
且
最
も
信
用
あ
る
同
家
銀
行
が
無
け
れ
ば
友
ら
な
い
。
速
か
に
商
家
銀
行
を
組
織
し
て
紙
幣
の
後
行
、

金
融
の
整
理
、
関
庫
の
代
理
等
を
庭
理
す
る
に
於
て
は
・
:
:
:
こ
と
謂
ふ
が
如
き
方
針
が
樹
立
さ
れ
、
是
に
準
捺
し
て
十
七
年
十
月

五
日
中
央
銀
行
傑
例
二
十
傑
が
公
布
施
行
せ
ら
れ
、
十
一
月
一
日
政
府
が
金
融
公
債
の
務
行
に
依
り
調
達
し
た
る
資
金
を
梯
込
み
て

資
本
金
一
一
千
高
元
(
梯
込
済
)
の
中
央
銀
行
が
純
然
た
る
岡
家
銀
行
と
し
て
上
海
に
開
業
し
、
幣
制
統
一
・
金
融
調
剤
・
銀
行
の
銀
行

を
標
傍
し
た
。
而
し
て
此
の
間
家
銀
行
を
養
育
す
る
土
に
於
て
久
し
〈
授
券
銀
行
の
地
位
を
確
保
せ
し
中
国
・
交
通
雨
行
を
共
僅
に

放
置
し
得
た
い
の
で
、
開
業
と
相
前
後
し
て
是
を
特
許
銀
行
と
境
改
し
た
の
は
前
掲
の
如
〈
で
あ
る
。

繭
来
中
嶋
銀
行
は
国
民
政
府
の
政
治
的
勢
力
摘
大
の
寸
慌
に
乗
り
、
国
家
銀
行
と
し
て
の
専
有
特
典
を
武
器
と
し
て
、
急
速

κ4小中町勢

9

』
H
F
h
a干
引

/

、

を
k
v
l
暢
I
L

殊
に
米
関
銀
政
策
の
進
展
に
伶
ふ
貨
幣
金
融
市
泊
慌
の
踏
践
と
共
に
容
観
情
勢
が
境
問
危
M

閉
め
た
裡
に
じ
社
て
、
h
d式
い
油
川
町
1

ノ
ー
サ

E
R
U
F
 

行
強
化
政
策

l
l中
園
・
交
通
雨
行
の
政
府
系
化
、
同
行
の
資
本
増
加
、
中
園
貸
業
・
中
園
通
商
及
四
明
寛
業
三
商
業
銀
行
愛
護
家

銀
行
の
政
府
系
化
等
1
1
ー
に
囚
り
一
段
と
務
展
し
、
中
国
・
交
通
雨
銀
行
を
翼
下
に
牧
め
て
支
郊
の
貨
幣
・
金
融
・
矯
替
の
全
分
野

に
亙
っ
て
著
し
〈
統
制
力
を
携
交
し
た
の
で
あ
る
。

今
民
図
廿
四
年
ご
九
三
五
年
)
五
月
二
十
三
日
公
布
の
修
五
中
央
銀
行
法
に
探
り
、
同
行
現
在
の

ω
Z
E却
を
概
観
す
る
と
。

(1) 

幸昌

織

第
一
傑
は
「
中
央
銀
行
ハ
園
出
来
銀
行
ト
矯
シ
、
間
民
政
府
一
一
両
リ
之
ヲ
設
置
ス
」
と
規
定
し
、
中
央
銀
行
が

戦
前
の
露
間
豆
帝
閥
銀
行
、
現
在
の
瑞
典
・
丁
抹
雨
中
央
銀
行
と
均
し
〈
全
然
固
有
で
あ
る
根
本
的
特
質
を
閣
制
し
て
居
る
。
従
て
共

資
本
金
銀
本
位
幣
一
億
元
は
関
庵
よ
り
梯
込
ま
れ
(
第
六
保
て
帰
来
必
要
の
時
に
は
同
氏
政
府
の
認
可
配
交
け
て
民
有
株
を
議
行
す
る

こ
と
を
得
る
が
、
共
縄
額
は
資
本
金
の
目
。
%
以
下
と
し
、
且
本
閣
に
於
て
銀
行
業
銭
荘
業
(
銀
銭
業
i
前
者
は
新
式
銀
行
、
後
者
は
建

支
那
法
幣
の
愛
行
銀
行

傍
四
十
七
巻

主E

第
四
鵠

七



支
那
法
幣
の
愛
行
銀
行

第
四
十
七
巻

五

第
四
披

七

式
銀
行
を
指
す
)
を
符
む
法
人
に
共
引
受
優
先
楳
を
奥
へ
、
是
等
法
人
の
引
受
額
が
資
本
金
の
二
一
(
〕
%
以
上
に
達
し
た
る
時
に
、
初
め

て
本
圃
人
個
人
の
引
受
を
許
容
す
る
が
、
此
揚
合
に
は
一
身
財
政
部
長
の
認
可
を
要
す
る
様
に
制
限
せ
ら
れ
て
居
る
(
第
七
続
可

叉
同
行
の
粧
品
百
機
闘
た
る
理
事
舎
は
岡
氏
政
府
の
特
抵
せ
る
十
一
名
乃
至
十
五
名
の
理
事
に
依
り
組
級
せ
ち
れ
、
共
中
に
賢
際
農

業
・
工
業
・
商
栄
及
鋲
行
業
を
粧
品
品
す
る
者
各
一
名
を
含
む
を
嬰
ず
る
。

常
務
理
事
五
名
乃
主
七
名
を
泣
き
、
同
氏
政
府
が
之
を
指
定
す
る
。

純
裁
は
園
民
政
府
が
常
務
四
仕
事
中
よ
り
之
を
特
任

L
、
同
剛
納
裁
二
名
は
岡
山
町
政
府
が
常
務
理
事
又
は
政
事
中
よ
り
之
を
筒
任
す

る。
監
事
舎
は
図
民
政
府
の
特
減
ず
る
監
事
七
名
よ
り
成
り
、
主
ハ
中
に
は
賃
際
農
業
・
工
業
・
商
業
及
銀
行
業
を
経
営
す
る
者
各
一
名

並
に
図
民
政
府
審
計
機
闘
の
代
表
者
一
名
を
含
む
を
要
す
る
(
第
八
l
十佐官)。

(21 

特

権

中
央
銀
行
が
急
速
た
る
設
展
を
途
げ
た
尤
因
は
、
共
享
有
す
る
諸
種
の
特
権
に
存
す
る
が
、
白
疋
に
闘
し
第

二
僚
は
-
中
央
銀
行
ハ
国
民
政
府
エ
由
リ
左
列
特
権
ヲ
授
興
セ
ラ
ル
。

一
、
本
位
幣
及
輔
幣
(
補
助
貨
)
/
一
党
換
努
ノ
受
行
c

二
、
政
府

ノ
鋳
造
ス
ル
本
位
幣
及
楠
幣
ノ
護
行
ノ
経
理

J

三
、
岡
庫
ノ
経
理
。
四
、
内
外
債
ノ
引
受
、
募
集
並
一
一
元
利
支
梯
事
務
ノ
経
理
」
と

規
定
し
て
居
る
が
、
就
中
葺
要
友
る
は
議
券
業
務
で
あ
る
と
と
は
改
め
て
一
説
く
迄
も
一
泣
い
。

民
園
十
七
年
十
月
廿
五
日
園
民
政
府
は
中
央
銀
行
一
位
換
中
高
学
程
十
依
を
頒
布
し
、
中
央
銀
行
は
是
に
準
抹
し
て
銀
元
券
を
議
行
し

た
。
印
ち
「
中
央
銀
行
は
中
央
銀
行
保
例

j
i
-
-
に
依
り
畿
行
局
を
特
設
し
、
『
允
換
券
を
議
行
し
、
園
幣
を
以
て
之
を
一
党
換
」

告書

保
)
「
中
央
銀
行
の
先
抽
出
裁
は
賦
税
公
款
の
納
付
、
債
務
の
耕
品
開
及
共
他
一
切
の
交
易
に
用
ゆ
る
を
得
」
(
第
四
保
)
た
の
で
る
る
。
現
行



中
央
銀
行
法
は
右
章
程
の
一
部
に
修
正
を
加
へ
た
が
、
中
央
銀
行
の
紙
幣
と
他
の
護
家
銀
行
の
紙
幣
と
の
聞
に
設
け
ら
れ
た
本
質
的

-
な
溝
渠
を
抽
出
す
る
と
。

(イ)

-
空
間
的
流
通
性

従
来
支
那
の
幾
忽
銀
行
は
所
謂
分
匝
護
行
制
を
採
り
、
紙
幣
の
な
聞
に
流
通
匝
域
を
印
し
て
居
っ
た
。

地
名
家
と
呼
ば
る
a
A

所
以
で
あ
る
。
例
へ
ば
中
闘
銀
行
雰
に
し
て
漢
口
の
地
名
を
印
せ
る
も
の
は
、
共
準
備
の
大
部
分
が
漠
日
分
行

に
於
て
保
管
せ
ら
れ
、
一
段
口
附
近
の
み
に
て
流
通
し
た
の
で
あ
る
。
斯
の
如
き
分
匝
改
行
制
は
支
那
経
済
の
封
建
的
地
方
制
球
性
に

務
足
し
た
の
で
あ
る
が
、
中
嶋
銀
行
は
創
肇
首
時
よ
り
之
を
排
接
し
て
府
世
間
に
流
通
日
開
域
を
一
不
さ
や
、
全
凶
的
流
通
性
を
衿
持
し
た
。

中
央
銀
行
法
第
十
九
僚
が
一
中
央
銀
行
先
換
涼
ハ
町
田
城
ア
分
グ
ズ
、
会
副
一
律
一
一
一
辿
肘
ス
」
C

明
定
し
た
の
は
、
中
央
銀
行
に
依
る
枯
れ
れ

幣
@
金
融
の
統
一
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

何
護
行
税
の
発
除
民
闘
二
十
一
年
十
月
廿
九
日
の
修
正
銀
行
先
換
器
援
行
税
法
は
、
締
て
の
登
山
海
銀
行
の
保
詮
準
備
委
行
相

(
強
行
総
額
の
最
高
四
割
)
に
針
し
て
二
五
%
の
設
行
磁
を
課
す
る
事
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
中
央
銀
行
は
同
法
第
一
一
十
一
僚
に
依

り
之
が
納
付
を
発
ぜ
ら
れ
、
他
の
設
会
銀
行
よ
り
も
有
利
た
る
立
揚
に
置
か
れ
た
。

、JJ
 

準
備
金
の
公
開

民
岡
十
七
年
十
月
の
中
央
銀
行
保
例
第
十
三
僚
は
、
英
繭
銀
行
の
姪
に
倣
ひ
「
中
央
銀
行
ハ
業
務
、
後
行
ノ

二
局
ヲ
設
ヶ
、
各
線
経
理
一
人
ヲ
芭
キ
・
:
，
.
」
と
規
定
し
て
後
行
業
務
を
猫
立
せ
し
め
、
中
央
銀
行
先
換
券
学
程
第
六
俸
は
「
中
央

銀
行
ノ
務
行
準
備
ハ
完
全
一
一
公
開
シ
、
毎
句
際
一
一
先
換
家
委
行
額
数
表
及
準
備
金
額
数
表
ヲ
公
布
ス
ベ
シ
」
と
明
記
し
、

一
般
後
雰

銀
行
が
準
備
金
に
関
し
て
は
何
等
致
表
す
る
所
な
か
り
し
に
反
し
之
を
公
開
す
る
事
と
し
た
の
で
、

一
般
の
好
評
を
博
し
た
。
現
行

中
央
銀
行
法
は
-
中
央
銀
行
先
換
山
本
準
備
金
ハ
完
全
ニ
公
開
シ
、
一
党
換
築
設
行
額
及
準
備
金
額
ハ
毎
週
列
表
・
公
布
ス
ベ
シ
」
(
第
二
十
四

支
那
法
幣
の
愛
行
銀
行

第
四
十
七
巻

王正

第
四
競

七



支
那
法
幣
白
後
行
銀
行

第
四
十
七
巻

主王

四

第
四
競

七
四

保
)
と
規
定
し
て
毎
句
を
毎
週
に
改
め
、
監
事
舎
の
峨
務
中
に
準
備
金
の
検
夜
及
先
換
匁
夜
行
数
額
の
検
交
配
加
へ
た
{
第
十
三
保
)
。

以
上
の
如
く
中
央
銀
行
の
紙
幣
は
、
他
の
護
家
銀
行
の
紙
幣
よ
り
も
優
越
せ
る
地
位
を
占
む
る
が
、
街
中
央
銀
行
は
岡
家
銀
行
と

し
て
海
闘
金
草
位
先
換
雰
を
護
行
ナ
る
特
権
を
専
有
し
て
居
る
。
民
園
十
九
年
一
月
十
五
日
園
民
政
府
は
「
近
白
金
債
暴
騰
銀
債
低

落
シ
、
金
融
ニ
影
響
ス
ル
所
協
メ
テ
大
エ
シ
テ
劉
外
債
務
償
還
上
受
タ
ル
慌
た
最
モ
不
利
ナ
リ
。
立
ク
建
カ
一
一
法
ア
設
ケ
テ
補
救
ス

ベ
シ
。
依
子
一
切
ノ
海
闘
職
人
税
ハ
之
ヲ
一
律
ニ
金
貨
幣
一
一
一
ア
徴
牧
ス
作
事
一
一
改
メ
、
六
心
。

一
八
六
六
セ
ン
千
グ
ラ
ム
ノ
純
金
ヲ

以
テ
刷
単
位
下
震
シ
‘
標
準
計
算
ヲ
行
フ
ベ
シ
t
・
:
:
:
」
の
如
き
命
令
を
獲
し
海
関
金
車
位
制
度
を
創
拐
し
た
c

而
し
て
中
央
銀
行
は

園
家
銀
行
と
し
て
図
庫
を
代
理
す
る
地
位
に
在
り
、
民
園
十
八
年
(
一
九
二
九
年
二
一
月
一
日
以
来
閥
枕
牧
入
が
漸
弐
に
線
税
務
司
よ

り
中
央
銀
行
陀
預
入
せ
ら
れ
、

共
一
部
が
一
定
の
期
日
に
陪
壁
銀
行

一
回

-czmrc口
市
川
由

Z
R
E向
F
P
一
]
宮
乙
ユ
出
向
台
。
円
安
)
回
戸
時
一
0
2

一陀
引
渡

さ
れ
て
、
外
債
の
償
還
に
探
舟
け
ら
れ
る
事
と
な
っ
た
の
で
(
共
以
前
は
閲
ぽ
牧
入
は
一
躍
障
壁
銀
行
に
民
入
さ
れ
た
)
、
同
行
は
営

然
海
関
金
輩
位
制
を
底
理
す
る
機
関
と
た
っ
た
ロ
的
て
同
年
四
月
に
は
海
関
全
単
位
の
常
座
預
金
を
開
始
し
、
商
人
に
小
切
手
を
振

出
す
便
宜
を
輿
へ
た
が
、
民
国
一
十
年
五
月
一
日
よ
り
海
開
金
皐
位
先
換
怨
を
政
行
す
る
に
至
。
た
。
邸
ち
同
年
四
月
廿
四
日
付
海

閥
怖
告
第
一
二

O
九
読
は
「
線
枕
務
司
令
"
財
政
部
令
一
二
地
一
キ
五
月
一
日
ヨ
リ
中
央
銀
行
ハ
海
開
合
先
換
匁
十
金
単
位
・
五
金
単
位
・

一
金
皐
位
・
二
角
及
一
角
ノ
五
極
ヲ
準
備
費
管
ス
ル
。
共
換
算
率
ハ
中
央
銀
行
ノ
決
定
ス
ル
所
一
一
依
ル
。
本
先
換
や
亦
ハ
政
府
J

命
令

一
一
山
リ
中
央
銀
行
ノ
残
行
ス
ル
モ
ノ
一
一
シ
テ
、
梅
関
輸
入
税
其
他
金
阜
佼
ヲ
以
テ
納
付
ス
可
キ
各
款
γ
完
納
ス
ル
ニ
用
ヒ
ラ
レ
、
額

数
ニ
ハ
制
限
ナ
シ
j
i
-
-
」
た
る
旨
を
布
告
し
、
爾
後
流
通
額
は
突
第
に
膨
脹
し
、

一
九
二
二
年
末
二
五

O
千
金
単
位
、

九

八

年
三
月
末
四

O
九
千
金
箪
位
を
示
し
て
居
る
。



(3) 

醤

業

ャ
ー
に
右
掲
各
種
持
穫
の
外
に
一
般
業
務
と
し
て
は
、
第
二
十
八
僚
に
於
て
下
の
如
く
規
定
さ
れ
て
居
る

3

一
金
の
受
入
、
二
各
銀
行
法
定
準
備
金
の
保
管
、
三
手
形
交
換
及
谷
銀
行
聞
の
付
替
決
済
(
劃
時
間
結
算
)
、
四
岡
民
政
府
夜
行
又
は
保

設
の
閣
康
詮
家
及
-
公
ほ
刊
礼
の
再
割
引
(
草
枯
現
)
ヘ
但
官
設
努
及
利
札
の
朗
限
は
再
剣
引
の
日
よ
り
六
ヶ
月
を
超
過
す
る
を
得
ι
な
い
~
。

(五)
圏
内
銀
fr 
サl
d 
A.  

ヂ
]f~ 

7f( 

3t 
1 1:I~ 

凶
内
商
業
手
形
の
再
割
引

(
手
彩
は
貨
物
の
生
産
・
川
賀
市
岨
・
淫
倫
或
は
販
費
に
依
り
費
生
し
‘

期
限
は
再
割
引
の
日
よ
り
六
ヶ
月
を
超
過
す
る
宇
一
得
た
い
。
又
少
く
も
陪
賓
た
る
商
旋
二
家
の
署
名
(
笈
名
)
あ
る
を
妥
ず
る
。
府
四
貨

物
引
換
哨
師
、
注
唯
預
リ
議
叉
は
合
宿
諸
問
活
(
提
培
・
山
間
中
早
戎
倉
山
平
)
を
添
付
し
て
捨
保
口
問
し
」
戸
、

且
貨
物
の
慣
値
が
権
保
す
る
子
沼
会

日
制
の
百
一
介
の
二
十
五
を
M
U
泊
ナ
る
昨
は
礎
資
な
る
商
惜
別
一
家
の
署
名
あ
ら
ば
亦
之
今
一
端
周
辺
ナ
る
事
i
h
J

出
来
る
)
。

六
閣
聞
外
之
併
の
偽

相
官
子
杉
の
高
阿
賀
(
手
M
M
が
機
市
貿
易
に
由
り
古
川
M

生
ず
る
所
に
係
。
、

一
宮
後
期
畑
山
は
四
ヶ
月
を
過
向
、
る
を
得
な
い
。
若
し
引
受
手
杉

友
ら
ば
明
膿
は
本
銀
行
取
得
の
日
よ
り
四
ヶ
月
を
過
ぐ
る
を
得
な
い

3

商
業
慣
習
に
依
相
し
て
支
綿
明
日
そ
定
む
る
潟
替
手
形
ば
少

く
も
確
賓
な
る
商
務
二
苧
棋
の
胃
右
を
妥
ナ
る
。
貨
物
代
表
詮
朱
を
婚
保
と
す
る
場
合
は
前
羽
と
河
様
と
す
る
)
。

(セ)
園
内
外
rJ) 

碑
寅

な
る
銀
行
の
一
党
掠
揺
答
手
形
(
卸
明
庭
菜
、
小
切
子
『
支
葉
)
の
寅
買
。
入
国
民
政
府
夜
行
又
は
保
設
の
公
債
、
庫
也
悼
の
賓
買
(
北
ハ

数
額
は
理
事
舎
が
之
を
議
定
す
る
)
。
が
一
地
金
銀
及
外
聞
貨
幣
の
茸
貝
。
判
内
外
盟
諸
一
焼
却
及
本
票
の
務
行
。
作
一
地
令
語
境
保

の
貸
金
。
ち
一
凶
民
政
府
接
行
或
は
保
理
師
の
公
債
・
事
手
品
保
と
す
る
貸
金
(
持
金
額
、
明
度
及
利
率
は
理
事
舎
に
於
て
之
を
議

定
す
る
)
。

h
ロ
一
政
府
委
携
の
信
託
業
務
ョ

議
み
来
れ
ば
各
銀
行
法
定
準
備
金
の
受
入
、
再
割
引
貸
付
、
貿
易
手
形
及
公
債
の
資
実
l

(

-

一】2
4
F
E
F
2
(
)
[
X
M
E
E
G
-
E

等
近

代
式
中
央
銀
行
の
態
様
宇
一
法
混
珂
に
構
へ
て
居
る
が
、
支
郊
の
経
済
・
金
融
組
織
の
現
欣
を
以
て
し
で
は
、
到
底
欧
米
式
中
央
銀
行

支
那
法
幣
の
愛
行
銀
行

第
四
十
七
巻

五
二
五

第
四
競

七
主王



支
那
法
幣
の
愛
行
銀
行

第
四
十
七
k
t

五
二
六

第
四
銑

七
六

の
職
能
を
果
た
す
が
如
き
は
不
可
能
で
、
所
詮
休
狭
に
し
て
冠
す
る
の
讃
を
売
れ
た
い
ロ

四

中

国

農

民

銀

行

前
一
初
珠
(
湖
南
)
、
那
(
湖
北
)
、
昨
〈
安
徽
)
、

u
h
(
江
四
〉
、
四
省
農
民
銀
行
(
略
格
問
符
農
民
銀
行
)
と
稽
し
、
議
・
引
・
院
一
一
一
省
釧
陸
線

司
令
部
の
特
許
を
経
て
、
民
間
二
十
二
年
三
九
日
一
二
一
一
年
)
四
月
一
日
梯
込
資
本
余
一
一
百
科
一
冗
の
官
商
合
鱗
銀
行
と
し
て
僕
口
に
開
業

し
た
農
業
銀
行
で
あ
っ
て
、
前
頴
四
省
を
流
通
地
域
と
す
る
紙
幣
の
殻
行
権
を
有
し
た
。
後
民
図
二
十
四
年
ご
九
三
五
年
)
六
月
間

日
に
制
定
せ
ら
れ
た
る
一
中
岡
農
民
銀
行
僚
例
」
に
減
て
図
民
政
府
の
特
許
を
経
た
る
農
業
銀
行
(
農
業
費
金
の
供
給
、
農
村
絃
情
の

復
興
、
農
業
生
産
の
改
良
進
歩
を
促
進
す
る
を
目
的
と
す
る
)
と
化
し
、
定
名
を
境
更
し
、
中
間
四
・
交
通
南
銀
行
と
共
に
特
許
銀
行

と
し
て
闘
民
政
府
系
の
時
内
に
差
入
っ
た
。

資
本
金
は
一
千
高
一
花
、
約
二
百
五
十
寓
一
花
は
財
政
部
よ
り
出
資
し
、
残
絵
は
各
省
、
市
政
的
及
一
般
民
間
よ
り
州
資
し
、
現
在
七

百
五
十
寓
一
光
沸
込
で
あ
る
。

品
目
業
種
目
と
し
て
は
付
農
民
共
同
組
合
え
口
作
一
位
)
、
農
業
譲
展
事
業
、
水
利
及
備
荒
事
業
、
農
産
物
及
表
具
の
改
良
事
業
等
に
到

す
る
貸
付
、
同
農
業
倉
庫
の
察
官
、
川
動
産
及
不
動
吾
輩
高
貸
付
並
に
信
用
保
設
貸
付
、
一
円
農
業
手
形
の
割
引
、
川
各
種
預
金
及
貯

蓄
預
金
の
受
入
、

uv愚
容
の
弾
迎
、
川
地
金
銀
及
有
債
詩
集
の
責
買
、

T
A他
農
民
銀
行
と
し
て
必
要
ー
な
る
業
務
等
が
掲
げ
ら
れ

τ

居
る
が
、
別
に
特
権
と
し
て
梯
込
資
本
金
の
五
倍
迄
の
農
業
債
祭
と
四
省
に
流
迎
す
る
先
換
法
の
設
行
と
が
認
容
せ
ら
れ
た
e

民
間
幽
廿
四
年
(
一
九
三
五
年
)
十
一
月
三
日
の
幣
制
改
革
に
依
り
、
法
幣
の
設
行
模
を
有
す
る
も
の
は
中
央
・
中
同
及
交
通
の
三
銀



行
に
限
定
せ
ら
れ
、
共
他
の
護
家
銀
行
は
十
一
月
一
一
一
日
現
在
設
行
高
を
位
度
と
し
て
共
以
上
の
増
設
を
許
さ
れ
や
、
品
目
行
準
備
金
は

設
行
準
備
管
理
委
員
舎
に
引
渡
し
て
保
管
せ
し
む
る
事
と
在
っ
た

2

自
然
中
川
附
農
民
銀
行
は
首
時
の
投
行
高
二
丸
、
八
四
七
千
一
万
を

限
度
と
し
て
共
以
上
の
増
設
を
詐
さ
れ
ざ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
幾
何
も
な
く
し
て
翌
廿
五
年
一
月
二
十
日
に
一
億
元
迄
の
縫

行
が
認
容
せ
ら
れ
、

三
品
同
深
銀
行
の
紙
幣
と
同
様
法
貨
と
し
て
行
使
し
得
る
財
政
部
よ
り
の
許
可
を
得
た
の
で
、
帯
以
山
亦
制
度
の
統
一

を
目
指
せ
し
幣
制
改
不
が
比
一
一
か
後
退
を
一
不
す
事
と
な
っ
た
。
設
の
増
設
許
可
は
友
一
印
イ
中
九
銀
行
が
未
だ
支
席
問
張
所
等
の
官
舗
を

併
せ
ざ
る
農
付
回
域
に
流
通
せ
し
む
る
事
、

ロ
農
村
救
済
を
援
助
し
、
北
九
湾
軍
よ
り
取
戻
し
た
る
地
域
を
復
興
せ
し
む
る
矯
め
に
五

千
市
内
一
花
の
土
地
花
常
貸
付
及
荒
川
貸
付
を
行
ふ
事
を
ほ
陣
件
L

一
し
た
の
で
あ
っ
て
、

中
央
銀
行
の
殺
一
ニ
一
国
人
が
闘
民
新
聞
枇
に
致
交
官
し

ぺ六
f
h
u

こ
ル
代
ノ
J
J
h
υ

u

l

l

p

J

 

-
h
ド
川
附
曲
淀
川
叱
畑
地
ノ
げ
ノ
汎
併
山
川
湿
地
岬
制
ハ
混
一
以
府
J

改
定
ヲ
続
テ

r;rit 
n: 
y 

.l:)~ 
T 

|宿1
~~~ 
ト

ス.

現
在
同
一
刊
紙
幣
流

通
棉
額
ハ
四
千
市
内
芯
ト
五
十
瓜
-
花
卜
y
巾
問
-
一
在
リ
。
へ
r
一
位
一
花
-
一
五
ル
迄
ノ
榊
投
ガ
必
一
川
セ
ラ
レ
グ
ノ
ハ
、
各
省
市
地
方
銀
行
J

政
行
ニ
係
ル
紙
幣
ヲ
接
牧
シ
テ
是
エ
代
ラ
シ
ム
ル
潟
メ
デ
ア
リ
、
同
行
自
身
ノ
設
行
法
定
準
備
金
ハ
議
行
準
備
管
理
委
員
合
ノ
管
時

下一
7
中
央
銀
行
ノ
保
管
ト
ナ
ル
可
シ
:
:
;
:
」
と
説
明
し
、
品
川
設
分
は
地
方
銀
行
既
設
紙
幣
と
代
位
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
幣
制

改
革
の
精
神
に
背
戻
せ
や
と
し
て
表
面
を
糊
令
し
た
っ

一
広
来
同
行
は
軍
事
委
員
曾
(
委
員
長
蒋
介
石
)
を
背
景
と
し
て
、
軍
部
及
同
民
議
の
機
闘
銀
行
の
如
き
役
割
を
演
じ
、
事
賞
財
政
部

の
支
配
外
に
立
ち
し
矯
め
、
前
額
規
定
の
如
く
議
行
準
備
を
管
迎
委
員
舎
に
引
波
さ
中
、

又
北
ハ
の
議
行
検
夜
を
も
拒
否
し
、
動
も
す

れ
ば
制
限
以
上
の
設
行
を
敢
て
し
て
、

一
般
の
疑
惑
を
招
来
す
る
と
共
に
、
嫡
か
に
幣
制
改
革
の
根
本
に
抵
縄
ず
る
行
動
に
出
で
た
。

却
ち
掛
川
行
準
備
管
理
委
同
舎
の
支
配
外
に
立
ち
て
自
由
に
紙
幣
を
増
設
し
民
国
廿
五
年
ご
九
=
一
六
年
)
未
に
は
一
六
二
百
寓
元
を
算

支
那
法
融
市
白
笈
行
銀
行

第
四
十
七
巻

王五

-I:r 

第
凶
器

七
七



支
那
法
停
の
褒
行
銀
行

第
四
十
七
巻

五

A 

第
四
銃

七

^ 

ナ
る
有
株
と
な
っ
た
。
下
列
幾
行
額
を
一
瞥
す
れ
ば
同
行
の
政
策
が
無
認
を
極
め
た
の
を
首
肯
す
る
事
が
出
来
る
。

一九三一一手末

ニ、口口八千元

一舎一四年末

三E、
フ'<
7<.: 
三三

一九五豆年末

一元、八回七

一空一一六

さ一、口一回

一九一
Z

七

一一一言、七九八

• 

斯
の
如
き
法
規
を
佃
…
腕
せ
る
急
激
友
る
増
設
は
.
中
央
嘗
局
の
到
底
袖
手
傍
観
し
得
ざ
る
所
で
あ
る
の
で
、
民
園
廿
六
年
二
月
一
一

十
二
日
特
別
行
現
保
例
を
M
M
仰
し
同
行
に
劃
し
後
匁
業
扮
に
闘
寸
る
法
規
を
般
守
す
る
と
同
時
に
等
闘
に
附
し
セ
厩
み
古
る
由
民
業
貸

付
を
拡
閣
総
酌
に
行
ふ
可
き
を
殿
命
し
た
。

H
I
K
闘
す
る
渇
告
文
に
臼
く
、

「
中
副
農
民
銀
行
ハ
元
来
農
村
復
興
ノ
篤
メ
ユ
設
立
セ
-
7

レ
・
:
・
:
国
民
政
府
ノ
公
布
セ
ル
依
例
一
一
依
リ
紙
幣
愛
行
権
ヲ
賦
奥
セ

ラ
レ
タ
ガ
、

一
昨
年
ノ
幣
制
改
革
ニ
際
シ
・
財
政
部
内
農
村
ノ
復
興
ヲ
貫
徹
ス
ル
見
地
ヨ
リ
同
行
ノ
紙
幣
ハ
訟
幣
ト
同
級
-
一
行
使

セ
ラ
ル
可
キ
旨
ヲ
規
定
シ

je--:同
行
紙
幣
ガ
既
ニ
法
幣
ト
同
様
一
一
行
使
七
ラ
ル
可
ク
規
定
セ
ヲ
レ
タ
ル
以
上
、
蛍
然
他
行
ト
開

様
一
一
法
幣
ノ
針
外
債
値
安
定
ノ
責
任
ヲ
負
ヒ
、
北
ハ
設
行
準
備
ハ
全
額
規
定
通
リ
袋
行
準
備
管
理
委
員
舎
三
移
管
V

テ
法
幣
ノ
信
用

ヲ
章
同
ナ
ラ
シ
ム
ベ
キ
デ
ア
ル
ガ
故
=
、
特
一
一
左
ノ
如
キ
耕
法
ヲ
規
定
シ
タ
。

(1) 

中
岡
農
民
銀
行
設
行
ノ
紙
幣
ハ
前
エ
規
定
ヲ
粧
テ
法
幣
ト
同
様
一
一
行
使
セ
ラ
ル
、
事
ト
ナ
レ
ル
ガ
故
一
三
共
謀
以
行
準
備
金
ハ

膝
ニ
規
定
=
按
照
シ
チ
全
額
ヲ
後
行
車
備
管
理
委
員
合
ノ
管
理
-
一
移
ス
可
ク
、
共
護
行
額
及
牟
備
金
額
ハ
該
委
員
舎
一
一
於
チ
検

交
規
則
ニ
依
開
…
シ
、
毎
月
検
賓
公
昔
ス
ル
ヲ
要
ス
ル
c

(2) 

同
行
ノ
紙
幣
ハ
自
行
ノ
震
メ
ニ
愛
行
セ
凡
ト
、
他
行
ノ
震
メ
エ
領
用
後
行
(
領
用
ト
ハ
食
器
銀
行
ガ
他
ノ
金
融
機
闘
-
一
割
合
、

一
定
ノ
保
詮
金
ヲ
徴
シ
テ
自
行
ノ
銀
行
券
ヲ
貸
付
ヶ
、
是
一
一

二
与
ノ
一
暗
記
競
ヲ
附
シ
テ
後
者
ガ
代
理
後
行
ス
ル
ノ
調
デ
ア

V
、



領
用
銀
行
ニ
ハ
議
行
棒
ヲ
有
シ
自
行
中
亦
ト
併
用
ス
ル
モ
ノ
ト
.
護
行
機
ヲ
有
セ
ズ
領
用
品
目
行
/
ミ
ナ
ル
壬
ノ
ト
ノ
二
種
ア
ル
ガ
、

術
用
期
間
中
ハ
領
用
銀
行
ハ
焚
匁
銀
行
ト
同
一
立
場
ニ
立
子
、
貸
付
銀
行
ハ
領
府
銀
行
ノ
領
周
セ
シ
銀
行
務
ヲ
受
入
ル
、
時
ハ

表
面
白
行
ノ
銀
行
禁
ナ
ル
ガ
、
之
ヲ
領
用
銀
行
一
一
呈
示
シ
テ
支
挽
ヲ
交
ケ
ル
仕
組
デ
ア
ル
。
而
シ
テ
幣
制
改
革
後
ハ
政
府
系
四

登
山
亦
銀
行
ガ
他
行
ニ
向
行
先
ヲ
領
用
ス
ル
事
ガ
認
メ
ラ
レ
テ
居
と

セ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
均
ウ
ク
準
備
管
理
委
員
合
ノ
規
定
ス

ル
耕
法
=
依
岡
…
シ
テ
難
現
ス
ル
ヲ
要
ス
ル
。

(3) 

同
行
ノ
緩
行
準
備
タ
ル
外
岡
鴻
特
一
一
就
デ
ハ
、
膝
一
一
中
央
銀
行
ト
ノ
閣
一
一
携
法
ヲ
街
訂
シ
テ
緋
浬
ス
ペ
キ
デ
ア
件
。

(4 ) 

同
行
紙
幣
ノ
後
行
悩
域
ハ
農
業
家
要
地
五
及
法
遠
/
省
匹
-
一
貫
結
ヲ
世
力
、
や
バ
サ
ラ
ナ
イ
コ

)
 

V

〉p-(
 

同
行
ノ
農
村
日
一
封
ス
ル
抵
常
貸
付
及
土
地
抵
詰
貸
付
ハ
財
政
部
ノ
現
定
ス
ル
燐
一
法
ニ
依

M
L
Yア
切
一
賞
二
期
却
シ
ナ
ケ

h

ぱ
パ
ナ

ラ
ナ
ィ
。

お
の
命
令
に
依
り
中
園
農
民
銀
行
の
紙
幣
護
行
に
闘
す
る
事
項
は
、
漸
く
規
定
の
如
〈
中
岡
・
交
通
等
ム
」
同
様
に
帯
血
行
準
備
管
珂

委
員
舎
の
統
制
下
に
置
か
れ
、
共
流
通
麗
域
は
農
村
及
遼
握
地
方
を
稜
心
と
す
る
事
と
な
り
表
面
軌
道
に
乗
せ
ら
れ
た
の
で
る
る
が
、

業
K
一
億
の
限
度
を
迭
に
超
過
せ
る
護
行
高
に
闘
し
て
目
、
法
的
に
何
等
の
措
置
方
法
を
規
定
せ
ざ
る
の
み
な
ら
や
、
共
後
も
更
に

増
裂
の
一
途
を
辿
り
つ
h
h

あ
る
に
加
へ
、
咋
二
十
六
年
四
月
本
屈
を
上
海
に
移
す
と
相
前
後
し
て
積
極
的
陀
支
底
出
張
所
等
の
増
設

に
踏
出
し
、
今
や
分
行
・
支
行
・
鱗
事
庭
・
分
理
庭
・
農
貸
所
等
各
種
底
舗
数
は
百
廿
一
ケ
所
を
算
し
て
安
通
銀
行
の
共
(
一
一
七

ケ
所
)
を
凌
駕
せ
る
有
様
で
あ
っ
て
、
農
村
を
主
た
る
流
通
匡
域
と
す
る
が
如
き
は
高
閣
に
束
ね
ら
れ
た
る
が
如
〈
、
農
業
銀
行
と

し
て
「
農
民
資
金
の
供
給
、
農
村
経
済
の
復
興
、
農
業
生
産
改
良
進
歩
の
促
進
」
の
重
大
使
命
を
来
た
す
上
り
も
、
政
府
銀
行
と
し

支
那
法
幣
の
遊
行
銀
行

第
四
十
七
巻

ヨ玉

大4

第
四
銭

七
九



支
那
法
幣
の
護
行
銀
行

第
四
十
七
巻

五
三

C

第
四
競

F、
C 

て
共
必
要
に
際
じ
て
紙
幣
を
時
四
行
す
る
に
阻
め
ワ
L
あ
る
の
で
る
る
か
ら
、
右
の
命
令
も
空
文
徒
法
と
化
す
る
で
あ
ら
う
。

国
民
政
府
は
北
伐
完
了
し
て
凶
内
の
政
治
的
統
一
が
進
捗
す
る
に
伴
ひ
、
錯
雑
参
差
を
極
め
た
貨
幣
金
融
制
度
の
統
一
集
中
に
乗

出
し
、
先
づ
国
家
銀
行
と
し
て
の
中
央
銀
行
を
設
立
し
、
之
が
資
力
槙
充
の
矯
め
に
、
新
式
銀
行
と
し
て
最
古
の
歴
史
と
最
強
の
業

礎
を
有
せ
し
中
断
山
交
通
州
銀
行
社
特
殊
目
的
十
一
擁
す
る
特
許
銀
行
に
改
組
す
る
と
似
に
政
府
の
支
配
下
に
世
き
、

一
方
一
股
雨
改
冗

の
断
行
、
新
貨
幣
制
の
叫
州
立
等
穴
亡
前
の
大
先
に
仙
川
手
し
て
意
想
外
の
結
果
を
牧
椛
し
た
c

而
し
て
訟
幣
を
俊
行
す
る
政
府
系
の
禁
欲

銀
行
は
岡
家
銀
行
た
る
中
央
銀
行
を
本
寧
と
し
、
特
殊
銀
行
と
し
て
表
面
夫
々
特
殊
の
目
的
を
行
す
る
中
園
(
困
際
箆
替
銀
行
)
、
交

通
(
産
業
銀
行
)
、
中
国
農
民
(
農
業
銀
行
)
の
三
行
を
雨
翼
下
に
収
め
た
る
一
圏
で
あ
っ
て
、
敦
れ
も
寅
際
は
後
家
業
務
を
主
憾
と
し
、

政
府
の
機
闘
銀
行
と
し
て
行
動
し
、
表
面
上
の
特
殊
目
的
の
如
き
は
殆
ど
拾
て

L
顧
み
や
、
間
行
怒
く
同
級
の
業
域
内
に
伍
せ
る
も

の
と
倣
す
可
き
で
あ
る
。
従
て
法
幣
後
行
銀
行
は
表
高
分
散
式
で
あ
る
が
、
震
際
は
政
府
機
闘
と
し
て
一
慌
を
成
し
、

一
に
園
民
政

山
川
の
意
の
億
に
活
動
し
つ
h

あ
っ
て
護
家
銀
行
は
閣
庫
の
抽
出
備
に
過
ぎ
た
い
。
此
意
味
に
於
て
法
幣
は
政
府
不
換
紙
幣
で
る
る
。

最
後
に
是
等
四
設
中
本
銀
行
の
事
媛
綱
渡
前
迄
に
於
け
る
後
行
高
増
加
の
跡
を
辿
れ
ば
、
下
表
の
如
く
で
あ
る
。
(
車
位
千
元
)

完 年

号末
一九一豆

一九一色
一室ニ

一室=一
一
生
言

ニニ、六六九

三九、一国五

七口、一石ニ

八五、=三九
タと

中

閣
-ハ六、八八回

ゴ宅、{〕一九一

ニロ
Z

、八回七

一七九、六回ん

一八三、七ニ占

ニロ一
J

一八口

交

誼
三九、一七口

回八、=一=石

う一、八九正一

八二、回二一品

八一三、一一一

一三、ニ=一五

中
岡
農
民

中
』

一口大、口一吉

一也豆、回二八

三〔
X
、回一口

=一己一、ニ一八

王手向、一一八

三九豆、五一七

1t 

玉三

F宍 Cコ
三叉



え.
三三
ヨ三

一七式、[}六五

三五、五九ユ

-ス六、一百五

先 e
三三芳、

四五九、一一二司

一八巴、
A

一一均

一九豆、{〕四六

三九、八回七

一さ一、{〕一回

~毛一一、九
A
Z

一、一酉一、九六ニ

幣
制
改
革
後
に
於
で
膨
張
持
に
持
叩
ぎ
な
る
も
の
が
あ
り
、
共
直
後
一
ヶ
年
聞
に
は
殆
ど
倍
加
の
勢
を
示
し
た
。
共
尤
因
が
銀
本
位

後
止
に
基
〈
銀
え
の
代
位
と
、
統
一
集
中
政
策
に
基
〈
一
般
投
朱
銀
行
紙
幣
の
代
位
と
に
存
ず
る
は
謂
ふ
迄
も
無
き
所
で
あ
っ
て
、

府
担
聞
の
背
円
ぶ
を
唆
ナ
も
の
は
踊
民
政
府
の
政
治
的
勢
力
の
撹
定
で
あ
る
。
従
て
四
時
岡
山
亦
銀
行
紙
幣
政
行
高
の
全
図
銀
行
紙
幣
夜
行
高

に
針
す
る
比
率
は
一
九
三
六
年
末
に
於
て
七
八
%
の
高
卒
に
遣
し
(
政
府
系
三
商
業
銀
行
分
を
加
ふ
れ
ば
今
少
し
上
向
す
)
最
平
絶
釘

行
の
全
凶
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